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〔1〕 は じめ に

港北ニュータウンは､｢乱開発の防止｣｢都市農業の確立｣｢市民参加のまちづくり｣

を基本理念に､港北区､歳区にまたがる2.530haの地域で､21世紀を展望したまちづく

りを展開しています｡

そのうち1,317haについて､住宅 ･都市整備公団が土地区画整理事業により開発を

進めております｡

この ｢手引き｣は､区画整理地区内において､建築行為等を行う場合に必要となる

許可申請の相談から許可後の手続きをスムーズに行うために編集したものです｡

皆様方の許可申請の一助として役立てていただければ幸いと存 じます｡

〔2〕 土地区画整理法第76条第 1項の許可について

港北ニュータウンの建設事業は､土地区画整理事業によって住宅 ･都市整備公団が

施行しています｡

その区域内において､換地処分の公告がある日まで､次の行為をする場合､土地区

画整理法第76粂第 1項に基づいて､横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所長

の許可が必要となります｡

(許可の対象となる行為)

土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建

築物その他の工作物の新築､改築若しくは増築を行い､又は政令で定める移動の

容易でない物件の設置若しくはたい横を行おうとする行為｡
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｢

住宅 ･都市整備公EZl

港北開発局区画整理第一課76粂担当

〔3〕 許可申請の流れ

〔4〕-(1ト1)

〔4〕-(2)-2)
許可申 請図書 作成

〔4〕-(2)-1)

許可申請図書提出

〔4〕-(2)-1)

許可申 請図書受理

許 可 書 交 付

〔4〕-(1)-2)

@ づくり指 #)

港北ニュータウン

建設申務所

住宅 ･都市整備公団

港北開発局区画生理弟一課76粂担当

(事業施行上の障害の有無の検討後､意見書を添付)

港北ニュークウ./建設事務所 庶務担当

(審査)〔4〕-(3)

港北ニェ-クウl/建設事務所 庶務担当

工 事 着 手 ･完了

〔4〕-(5)

垣 了 届 提 叫

他法令その他の手続き
･開発許可

･宅造許可

･建築確詑

･排水設備計画確認

･道路占用及び掘削許可

港北ニュークウl/建設事務所 (取付管の新設撤去)

庶務担当 ･歩道等の切下げ許可

※ 上図の流れは一般的なものであ り､建築協定区域内の場合や横浜市の条例要綱の

適用対象となる場合などでは､所定の手続きを行って下さい｡

※ 審査部局等の所在地については､位置図 (裏表紙)をご覧下さい｡
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港北開発局区画整理第一課76粂担当

〔3〕 許可申請の流れ

〔4〕-(1ト1)

〔4〕-(2)-2)
許可申 請図書 作成

〔4〕-(2)-1)
許可申請図書提出

〔4〕-(2)-1)

許可申 請図書受理

許 可 書 交 付

〔4〕-(1)-2)

@ づ くり指#)

港北ニュータウン

建設堺筋所

住宅 ･都市整備公団

港北師発局区画盤理弟一課76粂担当

(事業施行上の障害の有無の検討後､意見書を添付)

港北ニュータウン建設事務所 庶務担当

(審査)〔4〕-(3)

港北ニュークウ'/建設事務所 庶務担当

工事着手･完了

〔4〕-(5)

垣 了 届 提 Hj

他法令その他の手続き
･開発許可

･宅造許可

･建築確認

･排水設備計画確認

･道路占用及び掘削許可

港北ニュータウン建設事務所 (取付管の新設撤去)

庶務担当 ･歩道等の切下げ許可

※ 上図の流れは一般的なものであり､建築協定区域内の場合や横浜市の条例要綱の

適用対象となる場合などでは､所定の手続きを行って下さい｡

※ 審査部局等の所在地については､位置図 (裏表紙)をご覧下さい｡
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〔4〕 許可申請手続

(1) 事前相談 ･街づくり指導

1) 事前相談

建築物の建築等を行われる方は､許可申請手続きについて､住宅 ･都市整備

公団港北開発局区画整理第-課76粂担当にご相談下さい｡許可申箭沓類等をお

渡し致 します.

2) 街づ くり指導

港北ニュータウンは住民参加のもとに､21世紀を指向する快適な術づ くりを

目標にしています｡

良好な環境の衝づ くりは､住宅 ･都市整備公団施行の基盤整備や､市民の皆

様が建築される建築物等によって達成されます｡

そこで建築協定等が締結されるまでの間､許可申請に先立ち､港北ニュータ

ウンの目標に沿 うよう調整 しています｡

街づくり指導の対象となるもの

○港北ニュータウン建設qI務所

(1) 特BrJな用地における建築行為等 (2) 一般住宅地区のうち､次に掲げるもの

ア 共同住宅等地区 7 歩行者専用道路に鼓する敷地における建築行為等

イ =場倉庫等地区 イ 良道に壊する敷地における建築行為等

ウ 近所七 ソクー地区 り 専用住宅以外の建築行為等(長島 二世帯住宅等)

エ 駅前セソクー地区 エ 3棟以上の建集行為等

オ クウソセンター地区 オ 敷地の分割を伴う建築行為等

※ 詳細は ｢やさしい萌づ くり｣(J<l/フレッ日 をご覧下さい.

(2)申請図書の提出

1) 申請図書の提出先

許可申請図書の振出先は､住宅 ･都市整備公団港北開発局区画整理第-課76

粂担当です｡

公団で､事業施行上の障害の有無を検討した後意見書を添付 し､横浜市都市

計画局港北ニュータウン建設事務所庶務担当-送付され受理されます｡

2) 申請図書

(》 申請部数 3部 (正､正の写､副)

(診 申請図書 ･申請図書一覧表のとお り｡

記入については､記入留意事項及び記入例を参考にして下

さい｡
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〔4〕 許可申請手続
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1) 事前相談
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2) 街づ くり指導

港北ニュータウンは住民参加のもとに､21世紀を指向する快適な衝づ くりを

目標にしています｡

良好な環境の街づ くりは､住宅 ･都市整備公団施行の基盤整備や､市民の皆

様が建築される建築物等によって達成されます｡

そこで建築協定等が締結されるまでの間､許可申請に先立ち､港北ニュータ

ウンの目標に沿 うよう調整 しています｡

街づくり指導の対象となるもの

○港北ニュータウン建設す‡務所

(1) 特別な用地における建築行為等 (2)一般住宅地区のうち､次に掲げるもの

ア 共同住宅等地区 ア 歩行者専用道路に鼓する敷地における建築行為等

イ 工場倉庫等地区 イ 線道に凄する敷地における建築行為等

ウ 近所七ソクー地区 り 専用住宅以外の建築行為等(長島 二世帯住宅等)

エ 駅前セソタ一地区 エ 3棟以上の建集行為等

オ タウソセソタ一地区 オ 敷地の分割を伴 う建築行為等

※ 詳細は rやさしい街づ くり｣(,<-/フレ･J日 をご覧下さい.

(2) 申請国書の提出

1) 申請図書の提出先

許可申請図書の捷出先は､住宅 ･都市整備公団港北開発局区画整理第-課76

粂担当です｡

公団で､事業施行上の障害の有無を検討 した後意見書を添付し､横浜市都市

計画局港北ニュータウン建設事務所庶務担当-送付され受理されます｡

2) 申論図書

(》 申請部数 3部 (正､正の写､副)

(夢 中請図書 ･申請図書一覧表のとお り｡

記入については､記入留意事萌及び記入例を参考にして下

さい｡
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申請図書一覧表

(土地 区画整理法第76条に基づ く許可 申請図書)

行為の種板土地の形 建築物その他の.I作物の新築 .改築 .増築 物件の設申請図春名 質の変更 置たい横
建 築 物 工 作 物 擁 壁

申 請 者 ○ ○ ○ ○ ○

委 任 状 (注 1) △ △ △ △ △

警三 笠 npAT ; 芸 呈 〈注2, △ △ △ △ △

案 内 図 ○ ○ ○ ○ ○

配 置 図 (注3) ○ ○ ○ ○ ○

平 面 図 ○

断 面 図 ○ ○ ○

立 面 図 ○ ○

構 造 図 (注 4) △

求 額 固 く注5) △ △ △ △ △

(第76条許可 申請書 と併せて提 出す る図書)

し尿 浄 化槽 流 末 調 香 く注7)し尿浄化槽廃止に伴う念蕃 △

直披放流に関する意見古 く注8) △

※ ○ 印は､必要 図書｡

△ 印は､注 1- 9に よる｡

(注 1)許可申請を代理人に委任する場合は必要.

(注2)申請者と土地の所有者が同一人でない場合は必要｡

(注3)高圧線下地の建築行為については､帝京唱力の承諾印が必要o

(注4)宅造許可及び開発許可対象の場合は不要｡

く注5)仮換地指定された敷地を､そのまま申請敷地として使用する場合は不要｡

(江6)現況平面図など､審査に必要な場合｡

(注7)存置 ･先行使用宅地など公共下水道整備前に浄化槽を設置する場合は必要｡

(注8)公共下水道が完備し､処理区域告示前に使用する場合は必要｡

(江 9)街づくり指導の対象となる場合など必要｡(緑化計画図等 )
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く土地 区画整理法第76条に基づ く許可 申請図書)

行為の種板土地の形 建築物その他の.I作物の新築 .改築 .増築 物件の設申請図舌名 質の変更 置たい横
建 築 物 工 作 物 擁 壁

申 請 者 ○ ○ (⊃ ○ ○

委 任 状 (注 1) △ △ △ △ △

使用 権 限 を有 す る こと を 証 明 す る 文 幸 (注2) △ △ △ △ △

菓 内 図 ○ ○ ○ ○ ○

配 置 図 (注3) ○ ○ ○ ○ ○

平 面 図 ○

断 面 図 ○ ○ ○

立 面 図 ○ ○

構 造 図 (注 4) △

求 帝 国 (注5) △ △ △ △ △

(第76集許可 申請書 と併せて提 出す る図書)

し尿 浄 化槽 流 末 調 香 (注7)し尿浄化槽廃止に伴う念蕃 △

直披放流に関する意見古 く注8) △

※ ○ 印は､必要図書｡

△ 印は､注 1- 9に よる｡

(注 1)許可申請を代理人に委任する場合は必要.

(注2)申請者と土地の所有者が同一人でない場合は必要｡

(注3)高圧線下地の建築行為については､帝京唱力の承諾印が必要o

(注4)宅造許可及び開発許可対象の場合は不要｡

く注5)仮換地指定された敷地を､そのまま申請敷地として使用する場合は不要｡

(注6)現況平面図など､審査に必要な場合｡

(注7)存置 ･先行使用宅地など公共下水道盤備前に浄化槽を設置する場合は必要｡

(注8)公共下水道が完備し､処理区域告示前に使用する場合は必要｡

(江 9)街づくり指導の対象となる場合など必要｡(緑化計画図等 )
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申請図書の説明

く土地区画整理法第76条に基づく許可申請図書)

申 許 図 番 名 申 請 図 番 の 説 明 図 面 の 縮 尺

申 第 1 号 様 式

委 任 状 ( 記 入 例 参 照 )

使用権限を有することを証明す る文宙 土 地 使 用 東 詰 寄 な ど

案 内 図 所 定 様 式

配 置 Eg] 土 地 の 形 質 の 変 更 位 置建 物 の 位 置工 作 物 の 位 監 1′200以上 (原則)

平 面 図 建 物 の 平 面 図 ( 各 階 ) 1′200以上 (原則)

断 面 図 敷 地 の 縦 . 横 断 面 図が け 断 面 詳 細 図 1/200以上 (原則)

立 面 図 2 面 以 上 1/200以上 (原則)

村 道 図 擁 壁 構 造 図 1/50以上 (原則)

求 横 図 三 斜 東 研 囲 1/200以上 (原則)

く第76条許可申請書と併せて提出する図書)

投 出 せ 摂 提出書類の説明

し 尿 浄 化 槽 流 束 調 香 所定用紙

し尿 浄 化 槽 廃 止 に 伴 う念 沓 所定用紙

直 凄 放 流 に 関 す る 意 見 杏 所定用紙

ー5一

申請図書の説明

く土地 区画整理法第76条に基づ く許可 申請図書)

申 請 図 番 名 申 請 図 番 の 説 明 図 面 の 縮 尺

申 請 沓 第 1 号 様 式

委 任 状 ( 記 入 例 参 照 )

使用権限を有することを証明す る文宙 土 地 使 用 承 諾 番 な ど

案 内 図 所 定 様 式

配 匠 図 土 地 の 形 質 の 変 更 位 置建 物 の 位 置工 作 物 の 位 匿 1′200以上 (原則)

平 面 図 建 物 の 平 面 図 ( 各 階 ) 1/200以上 (原則)

断 面 図 敷 地 の 縦 . 横 斬 両 国が け 断 面 詳 細 図 1/200以上 (原則)

立 面 図 2 面 以 上 1′200以上 (原則)

細 道 図 擁 壁 構 造 図 1/50以上 (原則)

求 横 図 三 斜 求 横 国 1/200以上 (原則)

(第76条許可 申請書 と併せ て提 出す る図書)

放 出 や 頬 捷出番頬の説明

し 尿 浄 化 槽 流 未 桐 谷 所定用紙

し尿 浄 化 槽 廃 止 に 伴 う急 啓 所定用柾

直 接 放 流 に 関 す る 意 見 香 所定用紙
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(3)審 査

許可申請書の審査は､港北ニュータウン建設事務所で行います｡

なお､下水道等に係る書塀についても併せて事務処理します｡

(4) 許可書等の交付

許可書等 (許可-第 2号様式､不許可一第 3号様式)の交付は､事業施行上の

障害の有無を審査したうえで､港北ニュークウソ建設事務所で行います｡

なお､交付については電話で連絡します｡

(5)完了届の提出

許可を受けた建築物等が竣工 した場合は､完了届 (第 5号様式)を港北ニュー

タウン建設事務所に提出して下さい｡(郵送)
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許可申請書の審査は､港北ニュータウン建設事務所で行います｡

なお､下水道等に係る書塀についても併せて事務処理します｡

(4) 許可書等の交付

許可書等 (許可-第 2号様式､不許可一第 3号様式)の交付は､事業施行上の

障害の有無を審査したうえで､港北ニュータウソ建設事務所で行います｡
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(5) 完了届の提出
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二の

〔5〕 計画の取り止め ･変更等について

(1) 計画の取 り止め

1) 取 下 げ

許可申請図書受付後､許可までの間に計画を取 り止める場合は､｢取下届｣

(第6号様式)を投出して下さい｡

〔提出部数〕 2部 (正､正の写)

〔提 出 先〕 港北ニュータウン建設事務所庶務担当

2) 廃 止

許可を受けた後､計画を変更するなどのために取 り止める場合は､｢廃止届｣

(第 7号様式)を提出して下さい｡

なお､｢許可書｣も併せて提出して下さい｡

〔提出部数〕 2部 (正､正の写)

〔提 出 先〕 港北ニュータウン建設事務所庶務担当

(2) 計画の変更

1) 軽微な変更

許可を受けた後､計画内容に軽微な変更が生 じた場合は､｢変更届｣(第4号

様式)を旋出して下さいO

〔提出部数〕 2部 (正､副 ) ※存置宅地については 3部

〔捷 出 先〕 港北ニュータウン建設事務所庶務担当

2) 上記以外の変更

許可を受けた後､計画内容に軽微でない変更が生じた場合は､許可を取 り直

して下さい｡

許可の取 り直しの手続きは､新規の許可申請の手続きと同様ですが､併せて､

既に取得した許可について､(1)2)の廃止の手続きも行って下さい｡

※計画の変更を行 う場合には､事前に港北ニュータウン建設事務所庶務担当に相

談して下さい｡
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〔5〕計画の取り止め ･変更等について
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2) 廃 止

許可を受けた後､計画を変更するなどのために取 り止める場合は､｢廃止届｣

(第 7号様式)を提出して下さい｡

なお､｢許可舎｣も併せて提出して下さいD

〔提出部数〕 2部 (正､正の写)

〔提 出 先〕 港北ニュータウン建設事務所庶務担当
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許可を受けた後､計画内容に軽微な変更が生 じた場合は､｢変更届｣(第4号

様式)を捷出して下さいO

〔提出部数〕 2部 (正､副 ) ※存置宅地については 3部

〔捷 出 先〕 港北ニュータウン建設事務所庶務担当

2) 上記以外の変更

許可を受けた後､計画内容に軽微でない変更が生じた場合は､許可を取 り直
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許可の取 り直しの手続きは､新規の許可申請の手続きと同様ですが､併せて､

既に取得した許可について､(1)2)の廃止の手続きも行って下さい｡
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〔6〕 申請図書の記入留意事項

(1) 許可申請書

①

場所国際港郁睦設事業場善書北51',新耶Tr5第 地区:L地Lj<_iiBB整理事業施行地区内

建 築 行 為 等 許 可 申 請 書
② 平成 年 月 日

横浜TT3郎Tri計画局

港北 ニュータウン建設事務所長 殿

中綿者 任 所 ③

氏 名 ㊥

でE L土地区i萄整ftB扶第7(;条第 1項の規定により､次のとおり詐T司を.受けたいので関係

図書を添えて申消します○

行為の種別 l 土地の形質の変更④ 2 建築物､その他の工作物の新築､改築､増築

3 午別牛の設置､たい横

行為の場所 ⑤ 随浜市 区 町 番
( 'di区 画地)

敷 地 面 積 敷地の 1 自己所有地 Tーf⑥ n1 ⑦ 2 倍 地 'Tf
権利別 3 そ の 他 rーf

敷地の種別 l lli換地 (イ 一般供用 口 先行使用)
⑧

行

為

の

概

要

〔6〕 申請図書の記入留意事項

(1) 許可申請書

｢

_
_
_
_
_

①

随所国際港郁建設事業捕れlLB1',新都Tri節 地区上地L{画整理事業施行地区内

建 築 行 為 等 許 可 申請 書
② 平成 年 月 日

横浜市郎Tri計画局

港北 ニュータウン建設事務所長 殿

rFI硝石 任 所 ③

氏 名 ㊥

でEL土地区煙j整SIR扶第76条第 1項の規定により､次のとおり許可を受けたいのでf場株

図書を添えて申消します○

行為の種別 1 土地の形質の変更④ 2 建築物､その他の工作物の新築､改築､増築

3 午別牛の設置､たい横

行為の場所 ⑤ 犠浜市 区 町 番
( 'di区 画地)

敷 地 面 積 敷地の 1 自己所有地 rTf⑥ rrT ⑦ 2 倍 他 r'f
権利別 3 そ の 他 rTf

敷地の種別 l lli換地 (イ 一般供用 口 先行使用)
⑧

行

為

の

概

要



(第 1号様式)

㊥ TEL

系

(第 1号様式)
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① 第 1地区､第 2地区の数字を記入して下さいd

② 年月日は捷出目を記入して下さい｡

③ 申請者の住所､氏名､電話番号を記入し､押印して下さい｡(印鑑は認印でもかま

いません｡)

堰) 該当する項目番号を○で囲んで下さい｡

1.土地の形質の変更 ･盛土をする場合

･切土をする場合

･蘇壁､階段､駐車場等の設置に伴い切盛土が発生

し､現況の宅盤に変化を生じさせる場合 (建築物

の基礎等に係る切盛はこれに含まれません｡)

2.建築物､その他の工 .専用住宅､店舗､事務所､共同住宅､工場等の新

作物の新築､改築､増築 築､改築､増築､移転の場合

･擁壁､階段､広告塔等を設置する場合

3.物件の設置､たい帝

(9 申請地の地番及び街区､画地番号を記入して下さい｡(申請地の地番がわからな

い場合は公団でお知らせ致します｡)

⑥ 画地全体を使用する場合は､坂換地面積を記入して下さいo(三斜求横不要)

画地の一部を使用する場合は､三斜束帯による申請敷地面積を記入して下さい｡

(9 該当する項目番号を○で際んで下さい｡詳細については､公団窓口でお問い合わ

せ下さい｡

1.自己所有地 ･仮換地指定を受けた者と申請者が同一の場令

2.借 地 ･仮換地指定を受けた者から土地を借 り受けて申請

する場合 (借地関係を明らかにする書類の添付が

必要です｡)

3.その他 ･1.2以外の場合 (申請者の権原を明らかにする

畜類の添付が必要です｡)

⑧ 該当する項目番号を○で囲んで下さい｡詳細については､公団窓口でお問い合わ

せ下さい｡

1.仮換地 ･仮換地指定 (使用収益開始)を受けている場合

2.存 置 ･当該事業により家星移転を要しない宅地

3.その他 ･上記以外の場合

⑨ 切土する部分と盛土する部分の面積の合計を記入して下さい｡

⑳ 切土の最高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)
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⑳

⑬

⑬

⑩

⑬

⑬

⑰

⑬

⑬

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

㊨

大

き

㊨
て

(JLt:l

① 第 1地区､第 2地区の数字を記入して下さい｡

② 年月日は提出日を記入して下さい｡

③ 申請者の住所､氏名､電話番号を記入し､押印して下さい｡(印鑑は認印でもかま

いません｡)

◎ 該当する項 目番号を○で囲んで下さい｡

1.土地の形質の変更 ･盛土をする場合

･切土をする場合

･凍壁､階段､駐車場等の設置に伴い切盛土が発生

し､現況の宅盤に変化を生 じさせる場合 (建築物

の基礎等に係る切盛はこれに含まれません｡)

2.建築物､その他の工 ･専用住宅､店舗､事務所､共同住宅､工場等の新

作物の新築､改築､増築 築､改築､増築､移転の場合

･擁壁､階段､広告塔等を設置する場合

3.物件の設置､たい額

(9 申請地の地番及び街区､画地番号を記入して下さい｡(申請地の地番がわからな

い場合は公団でお知らせ致します｡)

⑥ 画地全体を使用する場合は､仮換地面積を記入して下さい｡(三斜求横不要)

画地の一部を使用する場合は､三斜束帯による申請数地面横を記入して下さい｡

(む 該当する項目番号を○で際んで下さい｡詳細については､公団窓口でお問い合わ

せ下さい｡

1.自己所有地 ･仮換地指定を受けた者と申請者が同一の場令

2.借 地 ･仮換地指定を受けた者から土地を借 り受けて申請

する場合 (借地関係を明らかにする書類の添付が

必要です｡)

⑳
⑫

⑬

⑩

⑬

⑬

⑰

⑬

⑬

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

3.その他 ･1.2以外の場合 (申請者の権原を明らかにするl ⑳

畜類の添付が必要です｡)

@ 該当する項目番号を○で囲んで下さい｡詳細については､公団窓口でお問い合わ

せ下さい｡

1.仮換地 ･仮換地指定 (使用収益開始)を受けている場合

Z.存 置 ･当該事業により家星移転を要 しない宅地

3.その他 ･上記以外の場合

⑨ 切土する部分と盛土する部分の面積の合計を記入して下さい｡

⑬ 切土の最高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)
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⑪ 盛土の最高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑫ 土地の形質の変更をする目的を記入して下さい｡

かま (例) ｢車庫を設置するため｣ ｢宅地を有効に使用するため｣ 等

⑬ 該当する項目番号を○で閉んで下さい｡

⑩ 建築面群､延べ床面節を記入して下さい｡く改築､増築の場合は､改築､増築に係

る部分の面街を記入し､()内に既存部分を含めた面積を記入して下さい｡)

(小数点以下第 2位まで)

発生 ⑬ 建築物の地下､地上の階数を記入して下さい｡

葉物 ⑬ 建築物の最高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 建築物の構造を記入して下さい｡ (例)｢木造｣｢RC造｣｢S造｣等

の新 ⑬ 建築物の用途を記入して下さい｡ (例)｢専用住宅｣｢店舗｣｢事務所｣

ちな

合わ

申請

付が

する

･合わ

i合

｢共同住宅｣｢工場｣｢物置き｣等

⑬ 該当する項目番号を○で囲んで下さい｡

⑳ 工作物の構造を記入して下さい｡ (例)｢RC造｣｢S造｣等

㊧ 工作物の最高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 工作物の用途を記入して下さい｡ (例)｢階段｣｢広告塔｣等

⑳ 該当する項目番号を○で囲んで下さい｡

⑳ 扶壁の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 扶壁の構造を記入して下さい｡ (例)｢RC造｣｢聞知ブロック練横道｣等

⑳ 擁壁の延長を種別毎に記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 物件の概要を記入して下さい｡

⑳ 行為の着手予定年月日および完了予定年月日を記入して下さい｡

⑳ 工事施行者の住所､氏名､電話番号を記入して下さいO(業者が未定の場合は ｢未

定｣と記入して下さい.)

⑳ 申請者と申請手続を行う著が違 う場合は､代理人の住所､氏名及び電話番号を記

入し､押印して下さい｡なお､代理人が法人の場合は､担当者の氏名も記入して下

さい｡本人が申請を行う場合は ｢本人申請｣と記入して下さい｡

◎ 今回の許可申請前に､既に76条の許可を得ている場合は､その許可番号を記入し

て下さい｡

(注) 複数の建築物を建築する場合には別紙を作成 し､各棟毎に必要事項を記入して

下さい｡
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⑬ 盛土の最高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑫ 土地の形質の変更をする目的を記入して下さい｡

かま (例) ｢車庫を設匿するため｣ ｢宅地を有効に使用するため｣ 等

⑬ 該当する項 目番号を○で閉んで下さい｡

⑩ 建築面研､延べ床面堺を記入して下さい｡く改築､増築の場合は､改築､増築に係

る部分の面横を記入し､()内に既存部分を含めた面街を記入して下さい｡)

(小数点以下第 2位まで)

発生 ⑬ 建築物の地下､地上の階数を記入して下さい｡

薬物 ⑬ 建築物の殺高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 建築物の構造を記入して下さい｡ (例)｢木造｣｢RC道｣｢S造｣等

の新 ⑬ 建築物の用途を記入して下さい｡ (例)｢専用住宅｣｢店舗｣｢事務所｣

ちな

合わ

申請

.付が

する

･合わ

i合

｢共同住宅｣｢工場｣｢物置き｣等

⑬ 該当する項 目番号を○で囲んで下さい｡

⑳ 工作物の構造を記入して下さい｡ (例)｢RC造｣｢S造｣等

㊧ 工作物の最高の高さを記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 工作物の用途を記入して下さい｡ (例)｢階段｣｢広告塔｣等

⑳ 該当する項 目番号を○で囲んで下さい｡

⑳ 擁壁の高さを記入 して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 換壁の構造を記入して下さい｡ (例)｢RC造｣｢聞知ブロック練前進｣等

⑳ 擁壁の延長を種別毎に記入して下さい｡(小数点以下第 1位まで)

⑳ 物件の概要を記入して下さい｡

⑳ 行為の着手予定年月日および完了予定年月日を記入して下さい｡

⑳ 工事施行者の住所､氏名､電話番号を記入して下さい｡(業者が未定の場合は ｢未

定｣と記入して下さい｡)

⑳ 申前著と申請手続を行 う者が違 う場合は､代理人の住所､氏名及び電話番号を記

入し､押印して下さい｡なお､代理人が法人の場合は､担当者の氏名も記入して下

さい｡本人が申請を行 う場合は ｢本人申請｣ と記入して下さい｡

◎ 今回の許可申請前に､既に76条の許可を得ている場合は､その許可番号を記入し

て下さい｡

(注) 複数の建築物を建築する場合には別紙を作成 し､各棟毎に必要事項を記入して

下さい.
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(3) 配 t 図
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凡 例

∈∃ 中計故地

[::コ 盛 土

□ 切 土

⑳ 雨 水 M

O 汚 水 群

匹 外苑LM

〔記入事項〕
1 申請敢地境界線 (赤ワクにて閉み明示)

2 万位 ･縮尺 (1/200程度)

3 故地周辺長

4 敷地周辺の形状 (土羽及び擁壁)及び高低差

5 建築物と故地境界との距軒

6 土羽及びbI壁の位置 ･形状 (新蚊 ･既設の区別)

7 断面図位置

8 各棟別の用途

9 年度 (カーポート)及び階段の位旺 ･形状

10 道路最石 ･歩道切下げの位匠 ･寸法

11 排水計画 (排水施設の位置及び排水経路)

12 切盛土の色分け (切土-発色､盛土-赤色)

〔留意事項〕

1 建物回りには､建物の維持管理や排水施設の設鑑に支障

ないように平場を設けて下さい.

2 車庫 (カー'ポーり の位腔は､交差点付近､バス停付近

等を避けて下さい.詳 しくは､港北ニュータウン地区歩

道及び漫石の切り下げ基準を参照して下さい.

3 取地内の雨水が､スロープ等から直接道路に流れ出ない

上うにして下さい.

4 接続桝の上空は､維持管理上常時開閉が可能なようにし

て下さい.

5 外流しを設ける場合には､雨水が流れ込まないようにし､

汚水管に接続して下さい.

6 不用とILつた接続桝は､冊立して下きい｡(図面中に撤

去と記入 )

7.扶壁は､RC造 ･聞知ブロック道等とし､建築用プロy

クは使用しないで下さい.

8.計画に先だち､港北ニュータウン ーやさしい街づ くり"

(パンフt,ッt)を参照して下さい｡

(3) 配 王 国
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配置図 SC- / (縮尺は1/200壱!皮 )
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凡 例

∈∃ 中計故地

⊂コ 盛 土

□ 切 土

⑳ 雨 水 群

○ 汚 水 群

囲 外托し群

〔記入事項〕

1 申請故地境界線 (赤ワクにて閉み明示)

2.万位 ･縮尺 (1/200程度)

3.教地周辺長

4 敷地周辺の形状 (土羽及び擁蟹)及び高低差

5 建策物と故地境界との距離

6 土羽及び擁壁の位思 ･形状 (新改 ･既設の区別)

7 断面図位思

8 各棟別の用途

9 年度 (カーポート)及び階段の位旺 ･形状

10 道路最石 ･歩道切下げの位EE･寸法

11 排水計画 (排水施設の位置及び排水鼓路)

12 切盛土の色分け (切土-発色､盛土-赤色)

〔留意事項〕

1 建物回りには.建物の維持管理や排水施設の設配に支障

ないように平場を設けて下さい.

2 車庫 (カーポーり の位既は､交差点付近.バス停付近

等を避けて下さい.群しくは､港北ニュ-タウン地区歩

道及び投石の切り下げ基準を参照 して下さい.

3 敷地内の雨水が､スロー7●等から直接道路に耽れ出ない

1うにして下さい.

4_接続桝の上空は､維持管理上常時開閉が可能なようにし

て下さい.

5 外流 しを設ける韻合には､雨水が流れ込まないようにし､

汚水管に接続 して下さい.

6 不用とILつた接統桝は､冊立して下さい｡(図面中に槻

圭と記入)

7 擁壁は.RC造 .聞知ブロック道等とし.建築用プロy

クは使用しないで下さい.

8.計画に先だち､港北ニュータウン "やさしい術づ くり"

(パノフレッt)を参照して下さい.



(4) 断 面 図

B-B′

:oI t 5･0-4

断面図 sc= / (縮尺は 1/200農産 )

-14-

〔記入事項〕

1 申請故地境界線 (赤線にて明示)

2 縮尺 (1/200程度)

3 敷地周辺の形状 (土羽及び擁壁)及び高低差

4 建築物と敷地境界 との距戊

5 土羽及び擁壁の位匿 ･形状 (新設 ･既設の区別)

6 切盛土の色分け (切土一斉色､盛土-赤色)

凡 例

E∃ _空車堅些

□ 埋 _ ｣ 三

⊂:コ_旦 ･._阜

(4) 断 面 図

6.0- b 3.7m 建 築 物 3.5m 阜 隣地

道 路 LT,首 I 2.0- TT .I

ノ′ ELL'}

害 増積部分 El Lr)

既設部分 一 N

B･-B′

5.0m

l-2%
グレーチソグ

C-C′

断面図 sc= / (縮尺は 1/200農産 )
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〔記入事項〕

1.申請故地境界線 (赤線にて明示)

2.縮尺 (1/200程度)

3.故地周辺の形状 (土羽及び擁壁)及び高低差

4.建築物と敷地境界との距彬

5.土羽及び扶壁の位置 ･形状 (新設 ･既設の区別)

6.切盛土の色分け (切土-黄色､盛土-赤色)

凡 例
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(7)擁壁群造園
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i 950 s
E (増額溌虫)

F (新設溌壁)

ei) 隣地に擁壁の基礎を突出させる場合には的地地主の同意が

必要です｡

(7) 擁垂構造図

ト 500-700 1

C

-16-

官民隻界
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路側に工作物を殻旧する場合

路施設と工作物を一体構造と

ないこと｡

擁壁構造図

一望ユー↓

ll一一一ぷ旦一一一･.J

E (増額群虚)

f ooj

F (新設擁壁)

蜘 隣地に擁壁の基礎を突出させる場合には隣地地主の同意が

必要です｡



(8)参考資料

1) 歩道等の切下げ位置図

乗入施設 の設置場所

交差点及び道路の曲り角

横断歩道及びバス停または消火栓

○ 切下げの位置に術路灯､街渠桝､植樹などがある場合は､なるべくこれらの位置を避

けて下さい｡やむを得ず､これらの位置を切下げる場合は移設､補強等が必要です.

0 また､横路灯が設匿されている道路の歩道を切下げる場合は､街路灯ケーブルの切Jf

げも必要です｡

O L塾&rj溝縁石のすりつけ部が隣地前に入る時は､隣地地主の承諾を柑て下さい｡

-17-

乗入れ施設 の形状

イ)形状 -･･ ･･ 乗入れ幅は表 に該 当す る値以下 と して下 さい｡

[車 重 二]

車 種 別 区 分 最 大乗入れ幅D 総 幅員D+すりつけ部
車 種 形 状

長 さ 脂

軽 自 動 車 3.00''L 1.307n 2.40 7n 3_60(6_00)'n

普 通 . 小 型 乗 用 車小型 トラック .自動三輪車 4.98 1,89 4.00 5.20(7.60)

大 型 車 1 7.50 2.50 7.40 8.60(ll.00)

大 型 車 2 10.00 2.50 9.40 10.60(13.00)

※ ( )内は歩道幅員が 25m未満の場合です｡

【参考平面図l
(D歩道 幅員が25,,Lを超える場 合

タイプ l 民 地 タイプ D 民 地

･12iYの寸法.90cm. たたし90C7n以上の植樹帯がある場合は

その寸法とする｡

⑧ 歩道幅員が 25m未満 の場合 @ 歩道 がない場合

民 地

すりつけ部 すりつけ部1.8m すりつ け 部

｢但し､L型価溝のブロックが大きく

すりつけが8%を超える場合はすり
つけ部=2-lmとするd

すりつけ部60cTn

(8)参考資料

1) 歩道等の切下げ位置図

素人施設の設置場所

交差点及び道路の曲 り角

横断歩道及びバ ス停 または消火栓

｣ し

⊂コ[:コ｢ 5TT一B 57,L以上 . 5れ以上I l l

l r l ｢ ⑳つ l

0 切下げの位置に街路灯､街渠桝､植樹などがある場合は､なるべ くこれ らの位置を避

けて下 さい｡やむな得ず､ これ らの位置を切下げる場合は移設､補強等が必要です｡

○ また､街路灯が設匠されている道路の歩道を切下げ る場合は､街路･EJケーブルの切下

げも必要です｡

0 L型測溝縁石のす りつけ部が隣地前に入る時は､隣地地主の承諾を柑て下きい0

-17-

乗入れ施設の形状

イ)形状-=---I- 乗入れ幅は表に該当する値以下として下さい｡

参考資料

車 種 別 区 分 最 大乗入れ幅D 総幅員D+すりつけ部
車 種 形 状

長 さ 脂

軽 自 動 車 3,007n 1.30771 2.40 7n 3_60(6,00)7n

普 通 .小 型 乗 用 車小型 トラック.自動三輪車 4.98 1,89 4.00 5.20(7.60)

大 型 車 1 7.50 2.50 7.40 8.60(ll.00)

大 型 車 2 10.00 2.50 9.40 10.60(13.00)

栄 ( )内は歩道幅員が 2.5m･未満の場合です｡

参考平面図
① 歩道幅員が 2･5,,Lを超える場合

タイプ L 民 地 タイプ に 民 地

すりつけ却60cmすりつけ部 すりつけ部60cm すりつけ部
･X Yの寸法 ;90cm. ただ し90cm以上の植樹帯がある場合は

その寸法とする｡

㊥ 歩道幅員が2･5m未満の場合 ㊥ 歩道がない場合

師 - - 舶 道

lI .lfT.迫 Jl

すりつけ部 すりつけ部1.8m すりつけ部
｢但 し､L型側溝のブロックが大 きく

す りつけが 8%を超える場合はすり

つけ部 -2.Llrnとするd

すりつけ部60cm



2)現況平面図

現況平面図

(注)現況地盤が造成計画平面図と異なる場合に必要となります｡

-18-

∴-A:-

L;･こ中空l

現況断面図

sc- / (縮尺は1/200程度)

L T民畔 __
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現況断面図

sc- / (縮尺は1/200程度)
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高さ 4m (盛土)
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擁壁構造図

コソクリー ト強度 FC=210kg/cd以上

但しHは 1.0m以下とする｡

擁壁構造図

コンクリー ト強度 FC=210kg/cm,以上

但 しHは 1.0m以下とするo

荏) 聞知ブロック練模造擁壁は､この他､切土タイプ､勾配

が異なるもの等があ ります｡ 詳細については､港北

ニュータウン建設事務所に問い合わせて下さい｡



〔7〕 記 入 例 (専用住宅の場合)

描浜国際港郎建設事業場蕗竜北51',新郎TF第2地区二王二地区画整理事業施行地区tlij

建 築 行 為 等 許 可 申請 書
平成 4年 5月2日

横浜巾郡市計画局

港北ニュータウン建設事務所長 殿

申硝石 LT- 桝 頒姉 如 紘 茅 ヶ崎町ユ03L

氏 名 頒 漢 人 郎 @ ⑲

′rRt.J O4.と-?4ユー24gLi_地区値1整確法第 7G条節 lJftの祝,jjZにより､次のとおり許可を受けたいので関一系

図書を添えて申請 します○

行為の種別 0｣-Jpbの形質の変更(∋ 建築物､その他の工仰 勿の新築､改築､増築

3 物件の設置､たい積

行為の場所 械浜巾 ;i 化 L去孝 ケ吋 FUr (.ク ク0 番

(2(-)∫ 寺,ti医 / 画地)

敷 地 面 積 倣地の 1 日己所有地 Trf290 汀f (D 借 地 Zeo ,Tf
桁利別 3 そ の 他 TrF

敷地の権別 ① 仮換地 (① 一別 li川 口 先行使用)

ー20

(邦1号様式)

行為の概要 0 上地の形質の変更 整 地 ltij 積 94./ r一宇

UJ上の原高の高さ 0.d Ht匝土の最高の高さl/.o 一日

日 的 考網イ主毛 布 泉 のAa)

くつl建罪物そ新の築地 .の改工築作.物憎の築 ◎ 娃 築 物

工事の擢P,l (D 新築 2改築 3増築 高の高さ a.3 日1

建築面積 8̀_∫ '一子 (/ ,,チ) 構 造 大 道

延床面積 /43.Z TTf (/ rrF) 用 途 専同権も
階 数 地上 2 階､地 F/ 階

(u)その他の工作物

工事の種別 1 新築 2改 高の高さ rn

構 'Er- 追 川 途

◎ その他の1作物 (擁壁)

工事の種PJl① 新設 2築造皆 Q)噌積 構 造l三雲.JJ之cm47'ロ,7遥

高 さ 0.∫ tTL- /.0 日l l延長 (新設)l 40.7 ,"

延長(茎踊) / 一日 t延長 (噌積)l ′タ,～ .n

(3)物件の設置､たい 否1 lfT

料間 行 為 の 首.手予定 '*JlL1 平成 4'lf. 7 月 ′ 日行 為 の完 了 予定 年 月 El 平 成 4年 LO 月 3/ 口

工事施行者住所 .氏名 横 演 中略 見直偽 足 棟 三 丁 目 20番/亨
孝則 叫凄汲 枕木､豪社 og∫_

/<表31_碑鎖 床.i ケ脊 三甲 TEL fa3-′2/i

代 理 人 住 所 .氏 名 叔 庚 申 線 色 務 田九 一TB f者 √号

性節,jL回脚終速酸良計才か/T沖fIリ ー群 ㊨ ㊥ TEL;芸二7JW7

〔7〕 記 入 例 (専用住宅の場合)

横浜国際港郎建設事業場浜北邦新吉一価 第2地区土地区画整理事業施行地区内

建 築 行 為 等 許 可 申請 書

平成 4年 5月 Z L∃横浜巾郡市計画局

港北ニュータウン建設事務所長 殿禰 者 住 所 横浜軒勧ヒ甚茅ヶ崎町ユ03I

氏 名 頒 漢 人郎 @⑳

′rEL o4.ト ?42 -24gL土地区画整理法第7G条第 1項の規定により､次のとおり許可を受けたいので関係

図書を添えて申請 します○

行為の種別 0土地の形質の変更(∋ 建築臥 その他の工作物の新築､改築､増築

3 物件の設置､たい積

行為の場所 随浜巾 /濱 化 区 亨 ケヰ tur √.クク0 番

(2( -){ 街区 / 画地)

敷 地 面 積 敷地の l 自己所有地 rrf2PO tTf (9 億 地 Zeo r一子
権利別 3 そ の 他 Trf

敷地の種別 ① 仮換地 (① ｢酬 澗 口 先行使用)

120-

(邦1号様式)

行為の概要 ◎上地の形質の変更 整 地 lhj 積 94./ Tーf

pJ上の原高の高さ C.6 ーn匝土の最高の高さl/.o 一日

目 的 考網イ主宅 斬 泉 のkO)

①建築年勿そ新の築他 .の改工築作.物憎の ◎ 建 築 拘

工事の種7,I Q)新築 2改築 3増築 l高の高さ a.3 日l

建築面積 3̀､∫ 日宇 (/ ーTf)構 造 大 道

延床面積 /43.2 'ーf (/ rrf)用 途 寺田確も
階 数 地上 2 階､地F/ 階

(U)その他の工作物

工事の種別 1新築 2改 高の高さ rrt

構 'etl 遷 川 途

壁)その他の工作物 (擁壁)

工事の種PJl① 新設 2築造皆 Q)噌積 構 造l霊,?.'J才cNtQ7'D,7 遥

甘 さr岩) 0.∫ 日.～ /.oHl l延長 (新設)l 40.7 日l

延長(藁逼8) ･‖ 座 長 (噌積)l ′?.3 ,n

(3)物件の設置､たい ー l t

別間行 為 の 肴 幸子定 年 )l口 平 成 4年 7 月 ′ 日行 為 の完 了 予定 年 月 日 平 成 4年 (0月 3/ □

工事施行者住所 .氏名 横 顔 中略 見直偽 足 棟 三 丁 目 20を/亨孝剖叫譲 放 線 丸､豪 社 ogf_

/<ゑ解碑彼 終.土ケ脊 三甲 TEL fa3-′2/2

代 理 人 住 所 .氏 名 叔庚申線色務田jtJ一丁B f者{3

仕種,jlB]脚苑速鍍良計才か 'T梓# /.] 一群 ㊨ ⑲ TEL;4"I-ク.W.7



委 任 状

私は都合により 横浜市禄区荏田北一丁目5番 5号 を

住都公団開発建築設計事務所

神奈川 一郎

代理人と定め下記の建築物について土地区画整理法第76粂第 1項の親

定にi:る許可申請の手続を委任する｡

1 行 為 の場 所 横浜市港北区茅ヶ崎町5.000番

(25-25街区 1画地)

2 行 為 の種 別 専用住宅の新築

平成 4年 4月25口

住 所 頒来示港北す茅ヶ崎町loJ/彩 色

氏 名 約 人坪 @

土地使用承諾書

1 土 地 の所 在 横浜市港北区茅ヶ崎町5,000番

(25125街区 1画地)

2 面 横 280平方 メー トル

3 使 用 者 名 横浜市港北区茅 ヶ崎町2,031

構浜 太郎

上記仮換地を専用住宅の建築敷地として使用することを承諾 します｡

平成 4年 4月20El

住 所 拝顔市:i光g六亘夕町Zl-/

氏 名 継 ユ 邦 @

委 任 状

私は都合により 横浜市禄区荏田北一丁 目5番 5号 を

住都公団開発建築設計事務所

神奈川 一郎

代理人と定め下記の建築物について土地区画整理法第76条第 1項の規

定による許可申請の手続を委任する｡

1 行 為 の 場 所 横浜市港北区茅ヶ崎町5-000番

(25-25街区 1画地)

2 行 為 の種 別 専用住宅の新築

平成 4年4月25日

住 所 頒姉 港北す茅ヶ崎町joJ/蘇也

氏 名 舶 大坪 @

- I一一--:L.'/llIJLtl一■■■.Il

t lAtL■1111 ■■ ¢■=丁:■ttL-

JtA■■WJLN50 t)■■l■■ ■lll-
IZdELJ事■tl ○̀ lII ー2h JLR*

■ ■ ■ ■ d ZCD JtコLLJLJT*

&JLJIINLl め 4CO I4lLLI'

J Jt I一 l一 巾 Jq Jt与L)t一 ★

■ ■ ■ ltI)SOD )StLJI'̂

A J tt rt ■】 H○ 715LIl■▲

土地使用承諾書

1 土 地 の 所 在 横浜市港北区茅ヶ崎町5.000番

(25-25街区 1画地)

2 面 萌 280平方 メー トル

3 使 用 著 名 横浜市港北区茅 ヶ崎町2,031

横浜 太郎

上記偵換地を専用住宅の建築敷地 として使用することを東詳 します｡

平成 4年 4月20日

住 所 推座す渚光彦大夏ア町Zl-/

氏 名 ,qit, > 卯
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〔8] そ の 他
(1) 届出書の様式

-24-

(邦1号様式)

行謁の概要 (1)土地の形質の変更 無 地 lTii 桟 !Tf

り)上の原高の高さ 川 匝土の最高の高 さl Ht

R nLl

(2) (イ)建 築 物

建S物そ新の築他 .の改lS作 .物憎の築 工事の篠P,i 1新築 2改築 3増築 高の高 さ 一日

建築面積 rlf ( Trf) 構 造 追

延床面積 一一f ( rrf) 用 途

階 数 地上 階､地ド 階

(ロ)その他の工作物

工事の種別 1 新築 2改築 3 増築 最高の高 さ rrt

追 川 途

(-)その他の工作物 (擁壁)

工事の種FJl 1新築 2築造替 3増税 構 造l 遥

高 さ = ～ m t延長 (新設)l ‖1

延長(茎這削 m 座 長 (噌構)l m

(3)物件の設置､たい横 概 要 l

別間 行 掬 の 酋 手予 定 '*)lLー 平 成 q:. 月 Ef行 為 の 完 了 予 定 年 月 日 平 成 年 Jl □

工事施行者住所 .氏名 TEL

代 理 人 住 所 .氏 名 ⑲ TEL

〔り そ の 他
(1) 届出書の様式

-24-

(邦 1号様式)

行謁の概要 (1)土地の形質の変更 整 地 lTii積 !一宇

り)i-.の府.市の高さ 川 匝土の最高の高さl 汀ー

El 附

(2) (イ)建 築 物

鍾A物そ新の築地 .の改⊥尊作 .物増の築 工事の種P,i 1新築 2 改築 3増築 高の高さ ーlt

建築面積 rlf ( Trf) 稲 造 追

延床血桟 ーTf ( r一宇) 用 途

階 数 地上 階､地F 階

(ロ)その他の工作物

上申の様方1 1新築 2改築 3 増築 最高の高さ rrー

造 川

(-)その他の工作物(擁壁)

工事の種PJl 1新築 2築造替 3増税 構 造 l 道

高 さ 一一. ～ m t延長 (新設)l ‖1

延長(藁這哲) m 座 長 (憎横)l m

(3)物件の設置､たい頓 概 要 l

別間 行 謁 の 着 手予 定 '*)l口 平成 q:. 月 Ef行 為 の完 了予定年 月 日 平 成 年 月 □

工事施行者住所 .氏名 TEL

代 理 人 住 所 .氏 名 ⑲ TEL



第 4号様式

土地区醜 理法 建 築 行 為 等 変 更 届
第76条に関す る

平成 年 月 日

横浜市都市計画局港北こユ-タウン建設事務所長 殿

住 所

氏 名 ⑳

電 話

指 令 番 号 及 び 横浜市部港建指令第 号

許 可 年 月 日 平成 年 月 日

行 為 の 場 所 区 町 番
( 第 地区 街区 画地)

行 為 の 内 容

代 理 人 ｢~

住 所 . 氏 名 (電話)

変 更 の 理 由

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

※決戟欄 所 長 事業推進担当課長 担当係長 担 当 者 ※受付捕

第 4号様式

土地区画整理法 建 築 行 為 等 変 更 届
第76条に関す る

平成 年 月 日

横浜市都市計画局港北ニュータウ-/建設事務所長 殿

住 所

氏 名 ⑳

電 話

指 令 番 号 及 び 横浜市部港建指令第 号

許 可 年 月 日 平成 年 月 日

行 為 の 場 所 区 町 番
( 第 地区 街区 画地)

行 為 の 内 容

代 理 人 ｢~

住 所 . 氏 名 (電話)

変 更 の 理 由

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

※決戟欄 所 長 事業推進担当課長 担当係長 担 当 者 ※受付潤



建築行為等完了届

土地区画整理法第76条に関する建築行為等を完了したので

届けます○平成 年 月 日

横浜市都市計画局

港北ニュータウン建設事務所長 殿

住所

氏名 ⑳

電話

指 令 番 号 及許 可 年 月 日

行 為 の 場 所

着 手 期 日

完 了 期 日

郵 便 は がき

□ □ ロ ーロ ロ

坊
択
市

区

番
地

比
例

浜

市

都

市
計
一凶
局

港

北

こ

ユ～
々
/
山ソ
ソ

建

設

事

務

所

行

建築行為等完了届

土地区画整理法第76条に関する建築行為等を完了したので

届けます○平成 年 月 日

横浜市都市計画局

港北ニュータウン建設事務所長 殿

住所

氏名 ⑳

電話

指 令 番 号 及許 可 年 月 日

行 為 の 場 所

着 手 期 日

完 了 期 日

郵 便 は がき

□ □ ロ ーロ ロ

坊
浜
市

区

番
地

比
例
浜

+
m
都

市

計

一凶

局

港

北

ニ

ュ

ー

々
/
山ソ

ソ

建

設

事

務

所

行



第 6号様式

蓋76≡≡芸…… 取 下 届

平成 年 月 日

横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所長 殿

住 所

氏 名

電 話

1 許可申請年月日

平成 年 月 日

2.行 為 の 場 所

横浜市 区 町 番

( 街区 画地)

-27-

第 6号様式

蓋76≡≡器 … 取 下 届

平成 年 月 日

横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所長 殿

住 所

氏 名

電 話

1 許可申請年月日

平成 年 月 日

2.行 為 の 場 所

坊浜市 区 町 番

( 街区 画地)

-27-



喜7:芸≡器 芸 廃 止 届

平成 年 月 日

横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所長 殿

住 所

氏 名

電 話

1.指令番号及び許可年月日

平成 年 月 日

横浜市都港建指令第 号

2 行 為 の 場 所

横浜市 区 町 番

( 街区 画地)

㊨

-28-

…芸 ≡器 … 廃 止 届

平成 年 月 日

横浜市都市計画局港北ニュータウン建設事務所長 殿

住 所

氏 名

電 話

1.指令番号及び許可年月 日

平成 年 月 日

横浜市都港建指令第 号

2 行 為 の 場 所

横浜市 区 町 番

( 筋区 画地)

-28-



∽
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築
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た
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四
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の
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画
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行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
都
道
府

県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

I

個
人
施
行
者
が
施
行
す
る
土
地
区
画
義
理
事
業
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
施

行
に
つ
い
て
の
認
可
の
公
告
又
は
施
行
地
区
の
変
更
を
含
む
事
業
計
画
の

変
更

(以
下
本
項
に
お
い
て

r事
業
計
画
の
変
更
｣
と
い
う
｡)
に
つ
い
て

の
認
可
の
公
告

二

組
合
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
'
そ
の
設
立
に
つ

い
て
の
認
可
の
公
告
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
公
告

三

市
町
村
､
都
道
府
県
'
市
町
村
長
'
都
道
府
県
知
事
又
は
建
設
大
臣
が

施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
､
事
業
計
画
の
決
定
の
公
告

又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
公
告

四

地
方
公
社
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ

っ
て
は
'
施
行
規
程

及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
公
告
文
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
公
告

2

都
道
府
県
知
事
は
､
前
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
､
そ
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
施
行
者
の
意
見
を
附
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
.

3

建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
､
第

一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
す
る
韻

合
に
お
い
て
､
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
､
許
可
に
期
限
そ
の
他
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ

の
場
合
に
お
い
て
.
こ
れ
ら
の
条
件
は
'
当
該
許
可
を
受
け
た
書
に
不
当
な

先
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
.

建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
､
第

一
項
の
規
定
に
達
反
し
'
又
は
前

項
の
規
定
に
よ
り
附
し
た
条
件
に
達
反
し
た
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
'

こ
れ
ら
の
音
叉
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
当
該
土
地
､
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物

又
は
物
件
に
つ
い
て
の
権
利
を
東
推
し
た
者
に
対
し
て
'
相
当
の
期
限
を
定

め
て
､
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
対
す
る
障
害
を
排
除
す
る
た
め
必
要

な
限
度
に
お
い
て
'
当
該
土
地
の
原
状
回
復
を
命
じ
'
又
は
当
該
建
築
物
そ

の
他
の
工
作
物
若
し
-
は
物
件
の
移
転
若
し
く
は
除
却
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
'
あ
ら
か
じ
め
､
そ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
聴

聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

前
項
前
段
の
規
定
に
ょ
り
土
地
の
原
状
回
復
を
命
じ
､
又
は
建
築
物
そ
の

他
の
工
作
物
苦
し
-
は
物
件
の
移
転
若
し
く
は
除
却
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
､
過
失
が
な
-
て
そ
の
原
状
回
復
又
は
移
転
若
し
-
は
除
却
を

命
ず
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
､
建
設
大
臣
又
は
蔀
道

府
県
知
事
は
､
そ
の
措
置
を
自
ら
行
い
'
又
は
そ
の
命
じ
た
老
若
し
-
は
委

任
し
た
者
に
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
､

相
当
の
期
限
を
定
め
て
へ
こ
れ
を
原
状
回
復
し
､
又
は
移
転
L
t
若
し
-
は

除
却
す
べ
き
旨
及
び
そ
の
期
限
ま
で
に
原
状
回
復
し
､
又
は
移
転
し
､
若
し

-
は
除
却
し
な
い
と
き
は
'
建
設
大
臣
若
し
-
ほ
恭
道
府
県
知
事
又
は
そ
の

命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
が
'
原
状
回
復
し
､
又
は
移
転
し
､
若
し

-
は
除
却
す
る
旨
を
あ
ら
か
じ
め
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
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∽

法
令
の
抜
す
い

｢土
地
区
rE
I整
理
法
｣

(建
築
行
為
等
の
制
限
)

第
七
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
告
が
あ

っ
た
日
後
'
第
百
三
条
第
g
]項

の
公
告
が
あ
る
日
ま
で
は
へ
施
行
地
区
内
に
お
い
て
'
土
地
区
画
並
理
事
業

の
施
行
の
障
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
若
し
く
は
建
築

物
そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
､
改
築
若
し
く
は
増
築
を
行
い
､
又
は
政
令
で

定
め
る
移
動
の
容
易
で
な
い
物
件
の
設
置
若
し
く
は
た
い
横
を
行
お
う
と
す

る
者
は
'
建
設
大
臣
が
施
行
す
る
土
地
区
tEl整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
建
設
大

臣
の
'
そ
の
他
の
者
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
革
道
府

県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

一

個
人
施
行
者
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
'
そ
の
施

行
に
つ
い
て
の
認
可
の
公
告
又
は
施
行
地
区
の
変
更
を
含
む
事
業
計
画
の

変
更

(以
下
本
項
に
お
い
て

r事
業
計
画
の
変
更
｣
と
い
う
｡)
に
つ
い
て

の
認
可
の
公
告

二

組
合
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
'
そ
の
設
立
に
つ

い
て
の
認
可
の
公
告
又
は
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
公
告

三

市
町
村
'
都
道
府
県
'
市
町
村
長
'
都
道
府
県
知
事
又
は
建
設
大
臣
が

施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ

っ
て
は
へ
事
業
計
画
の
決
定
の
公
告

文
は
事
業
計
画
の
変
更
の
公
告

E
l

地
方
公
社
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
あ
っ
て
は
'
施
行
規
程

及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
公
告
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
公
告

2

都
道
府
県
知
事
は
､
前
頭
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
､
そ
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
施
行
者
の
意
見
を
聞
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
.

3

建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
'
第

l
項
に
規
定
す
る
許
可
を
す
る
場

合
に
お
い
て
､
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
､
許
可
に
期
限
そ
の
他
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
.
こ

の
場
合
に
お
い
て
'
こ
れ
ら
の
条
件
は
､
当
該
許
可
を
受
け
た
書
に
不
当
な

兼
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
.

建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
､
第

一
項
の
規
定
に
達
反
し
'
又
は
前

項
の
挽
定
に
よ
り
附
し
た
条
件
に
達
反
し
た
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
'

こ
れ
ら
の
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
当
該
土
地
､
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物

又
は
物
件
に
つ
い
て
の
権
利
を
東
推
し
た
者
に
対
し
て
'
相
当
の
期
限
を
定

め
て
'
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
対
す
る
障
害
を
排
除
す
る
た
め
必
要

な
限
度
に
お
い
て
'
当
該
土
地
の
原
状
回
復
を
命
じ
､
又
は
当
該
建
築
物
そ

の
他
の
工
作
物
若
し
-
は
物
件
の
移
転
若
し
-
は
除
却
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
'
あ
ら
か
じ
め
､
そ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
聴

聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
原
状
回
復
を
命
じ
､
又
は
建
築
物
そ
の

他
の
工
作
物
若
し
-
は
物
件
の
移
転
若
し
-
は
除
却
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
､
過
失
が
な
-
て
そ
の
原
状
回
復
又
は
移
転
若
し
-
は
除
却
を

命
ず
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
､
建
設
大
臣
又
は
蔀
道

府
県
知
事
は
､
そ
の
措
置
を
自
ら
行
い
へ
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
-
は
委

任
し
た
著
に
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ろ
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
､

相
当
の
期
限
を
定
め
て
､
こ
れ
を
原
状
回
復
し
､
又
は
移
転
し
､
苦
し
-
は

除
却
す
べ
き
旨
及
び
そ
の
期
限
ま
で
に
原
状
回
復
L
J
又
は
移
転
し
､
若
し

-
は
除
却
し
な
い
と
き
は
'
建
設
大
臣
若
し
-
は
都
道
府
県
知
事
又
は
そ
の

命
じ
た
蕃
若
し
-
は
委
任
し
た
書
が
'
原
状
回
復
し
'
又
は
移
転
し
､
若
し

-
は
除
却
す
る
旨
を
あ
ら
か
じ
め
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

29



(3) 他法令その他の手続き担当窓｡一覧 (…墓i露昌益完地区面)

他 法 令 そ の 他 の 手 続 き 窓 口 又 は 主 管 課

都市計画法第29粂(開発許可) 都市計画局港北ニュータウン建設事
務所宅造指導検査担当

942-2481

宅地造成等規制法第 8条(造成工事の許可) 同 上

建築基準法第 6条 .第88粂 港北区役所建築課
543-1212㈹

線区役所建築課

(建築物等の確認) 933-1212㈹
建築局建築審査課

671-2937

排水設備計画確認 都市計画局港北ニュータウソ建設事務所道路下水道指導検査担当

942-2481

道路の占用及び掘削許可 住宅 .都市整備公団港北開発局

宅地募集第二課

943-7341

港北土木事務所

53ト7361

緑土木事務所

931-2427

※ 主な手続きの担当窓口を掲載しました｡その他のものについては､お問い合わ

せ下さい｡
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(3) 他法令その他の手続き担当窓口一覧 (…墓i露呈露地区画)
他 法 令 そ の 他 の 手 続 き 窓 口 又 は 主 管 課

都市計画法第29粂(開発許可) 都市計画局港北ニュータウン建設事
務所宅造指導検査担当

942-2481

宅地造成等規制法第 8条(造成工事の許可) 同 上

建築基準法第 6条 .第88粂 港北区役所建築課
543-1212㈹

線区役所建築課

(建築物等の確認) 933-1212㈹
建築局建築審査課

671-2937

排水設備計画確認 都市計画局港北ニュータウソ建設事務所道路下水道指導検査担当

942-2481

道路の占用及び掘削許可 住宅 .都市整備公団港北開発局

宅地募集第二課

943-7341

港北土木事務所

531-7361

線土木事務所

931-2427

※ 主な手続きの担当窓口を掲載しました｡その他のものについては､お問い合わ

せ下さい｡
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港北ニュータウン :土地区画整理法第76条に基づ く

許可申請の手引き
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